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無期転換ルールの概要
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○ 有期労働契約が繰り返し更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）
に転換できるルール。（労働契約法第18条：平成25年4月1日施行）

※ 通算期間のカウントは、平成25年４月１日以後に開始する有期労働契約が対象。平成25年３月31日以前に開始した有期労働契約は、通
算契約期間に含めない。

※ 通算期間をリセットするクーリング期間（原則６ヶ月でリセット）の規定あり（第18条第２項）
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【平成25年4月開始で契約期間が１年の場合の例】

通算5年を超えて契約更新した労働者が、その契約期
間中に無期転換の申込みをしなかったときは、次の更
新以降でも無期転換の申込みが可能。

H25.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4

無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となる。
別段の定めをすることにより、変更可能。
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【契約期間が３年の場合の例】
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※ 施行から５年が経つ平成30年４月１日以降、
多くの有期契約労働者に無期転換申込権が発生。



「雇止め法理」の概要
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○ 「雇止め」…使用者が有期労働契約の更新を拒否すること。
○ 「雇止め法理」とは、過去の最高裁判例により確立された、雇止めについて一定の場合に雇用終了の効果を認め
ず契約が更新されたものとして扱う判例上のルールを、その内容や適用範囲を変更することなく、労働契約法第19

条に条文化したものをいう。
（労働契約法第19条：公布日（平成24年８月10日）施行）

対象となる
有期労働契約

⚫ 次の①、②のいずれかに該当する有期労働契約が対象。

① 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視

できると認められるもの

② 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと

期待することについて合理的な理由（※）があると認められるもの

(※)１．合理的な理由の有無については、最初の有期労働契約の締結時から雇止めされた有期労働契約の満了時までの間における

あらゆる事情が総合的に勘案される。

２．いったん、労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていたにもかかわらず、契約期間の満了前に更新年数や更新回数の上

限などを使用者が一方的に宣言したとしても、そのことのみをもって直ちに合理的な理由の存在が否定されることにはならない。

要件と効果

⚫ 上記の①、②のいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めをすることが、「客観的に合理的な

理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めが認められない。従前と同一の

労働条件で、有期労働契約が更新される。

無期転換申込権発生前の雇止めも、「雇止め法理」に照らして司法で有効性が判断される。
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大学、研究開発法人等の研究者等に対する無期転換ルールの特例について
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○ 有期労働契約が更新により通算５年を超えた場合には、労働者の申込みにより、無期転換できるが（無期転換ルール、
労働契約法第18条）、大学等、研究開発法人等の研究者等については、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関す
る法律」（※）及び「大学の教員等の任期に関する法律」において、無期転換の申込みができるまでの期間を、通算10年
とする特例が定められている。

（※）旧名：研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律

（※）契約通算期間は、改正労働契約法の施行日である2013年４月１日以降に開始した有期労働契約から算定

① 研究者等であって、研究開発法人・大学等と有期労働契約を締結した者
② 研究開発等に係る企画立案、資金の確保等の運営管理業務の従事者であって、研究開発法人・大学等と有期労働契約を締結した者
③ 共同研究開発等の業務に専ら従事する研究者等であって、当該開発等を行う試験研究機関等・研究開発法人・大学等以外の者と有期

労働契約を締結した者
④ 共同研究開発等の運営管理業務に専ら従事する者であって、当該開発等を行う試験研究機関等・研究開発法人・大学等以外の者と有

期労働契約を締結した者
⑤ 大学の教員等の任期に関する法律（任期法）に基づく任期の定めがある労働契約を締結した教員等

※ 「教員等」とは、国立大学法人、公立大学法人及び学校法人の設置する大学（短期大学を含む。）の教員（教授、准教授、助教、講師及び
助手）、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人大学入試センターの職員のうち専ら研究又は教育
に従事する者をいう。教育研究の分野の分野を問わず、また、常勤・非常勤の別にかかわらず対象となる。

※ 労働契約法第22条の規定により地方公務員は労働契約法の適用除外となっていることから、地方公務員の身分を有する公立大学法人化されて
いない公立大学の教員等は、もともと労働契約法の適用対象となっておらず、特例の適用対象とはならない。

【契約期間が１年の場合の例】
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※通常は５年

【特例の対象者】

【特例の適用にあたって留意すべき事項】

無期転換ルールの適用を免れる意図をもって、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、労働契約法の
趣旨に照らして望ましいものではない。
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無期転換ルール及び労働契約関係の明確化に係る検討経緯について

無期転換ルール

労働契約法の一部を改正する法律（平成24 年法律第56 号、

平成25年４月１日施行）附則において、同法施行後８年を経過し

た場合において、改正無期転換ルールについて「その施行の状

況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされている。また規制

改革実施計画のフォローアップにおいて、無期転換ルールの周

知の方策について検討することとされている。

規制改革実施計画のフォローアップ（令和４年５月規制改革推進会議）
厚生労働省は、（中略）労働契約法（平成19 年法律第128 号）に定められる無
期転換ルールの労働者への周知について、「多様化する労働契約のルールに関
する検討会」において、令和３年公表予定の実態調査結果等を踏まえて議論を
行い、取りまとめを行う。その上で、労働政策審議会において議論を開始し、速や
かに結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

労働契約関係の明確化

規制改革実施計画において、多様な正社員の契約ルールの

明確化について検討することとされている。

規制改革実施計画（令和４年６月閣議決定）
厚生労働省は、「多様化する労働契約のルールに関する検討会」の報告書を
踏まえ、労働政策審議会においては、職務や勤務地を限定するなど多様な働
き方を取り入れる企業が出てきているといった雇用をめぐる状況の変化も視野
に入れ、個人の自律的なキャリア形成に資する予見可能性の向上等の観点か
ら、労使双方にとって望ましい形で労働契約関係の明確化が図られるよう検討
を行い、必要な措置を講ずる。

令和３年３月２４日
無期転換ルールの見直しと多様な正社員の契約ルールの明確化等について検討を行うことを目的として
「多様化する労働契約のルールに関する検討会」を設置。

令和４年３月３０日 「多様化する労働契約のルールに関する検討会報告書」を公表。

令和４年４月２７日
「多様化する労働契約のルールに関する検討会報告書」を労働政策審議会に報告。
以降、5/27、7/1、7/27、8/30、9/27、10/26、12/13、12/20に各論点を議論。

令和４年１２月２７日
労働政策審議会労働条件分科会報告「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について（報
告）」を取りまとめ。

令和５年２月１４日 労働政策審議会労働条件分科会諮問・答申（省令案要綱・告示案要綱）

令和５年３月３０日 改正省令・告示公布（令和６年４月１日施行） 4



無期転換ルール・労働契約関係の明確化に関する主な見直し内容について

労働契約関係の明確化について

無期転換ルールについて

○ 無期転換申込機会の確保

• 無期転換申込権が発生する契約更新時の労働条件明示事項に、

以下の事項を追加

・無期転換申込権が発生する旨

・無期転換後の労働条件

○ 更新上限の設定に伴う紛争の防止

• 雇い入れ時の労働条件明示事項に、

有期労働契約の更新上限の有無及び

その内容を追加

• 最初の労働契約締結より後に、更新上

限を新たに設ける場合、又は更新上限

を短縮する場合の、その理由の労働者

への事前説明の義務化

○ 労働契約関係の明確化

• 労働条件明示事項に就業場所・業務の変更の範囲を追加

• 就業規則を備え付けている場所等を労働者に示す必要があることを明確化

※労働条件明示のタイミングに、労働条件の変更時を追加することについては引き続き検討

無期転換後の労働条件の明示の際に、当該労働条件を決定するにあたって、

他の通常の労働者との均衡を考慮した事項について説明する努力義務を創設

雇い入れ時 無期転換申込権発生時

令和４年12月27日第187回労働政策審議会労働条件分科会報告書のポイント
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賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 

 

２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

              月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

 

 

退職に関す 

る事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 

３ 創業支援等措置（ 有（  歳まで業務委託・社会貢献事業） ， 無 ） 

４ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

５ 解雇の事由及び手続 

 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 

・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 

  部署名       担当者職氏名        （連絡先         ） 

・企業年金制度（ 有（制度名           ） ， 無 ） 

・その他 

 
 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
  

 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するも

の）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か

ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない

労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合

は、この「５年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなり

ます。 

 

以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法（             ） 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 

（一般労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

          殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 

１ 契約の更新の有無 

 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（  ）] 

２ 契約の更新は次により判断する。 
  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 

３ 更新上限の有無（無・有（更新  回まで／通算契約期間  年まで）） 
【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が５年を超える有期労働契約の締結の場合】 

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約（無期労働契約）の締結の申込みをすること
により、本契約期間の末日の翌日（ 年 月 日）から、無期労働契約での雇用に転換することができ
る。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無（ 無 ・ 有（別紙のとおり） ） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限 10 年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所 （雇入れ直後）           （変更の範囲） 

従事すべき 

業務の内容 

（雇入れ直後）           （変更の範囲） 

 
 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（            開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)

のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間

の組み合わせによる。 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 

（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 

 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ね

る。 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ） 

休   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 
         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 
         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ） 
         無給（          ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く） 

労働条件通知書記載内容の変更点

▶モデル労働条件通知書

有期契約労働者に
関する項目

労働者全般
に関する項目

就業規則の周知に
関する項目

6



参考データ

② 無期転換申込権が生じた人の状況（2020年４月時点）

無期転換を申込む

権利を行使した人

27.8%

継続して雇用されている人

65.5%

本人の都合によ

り退職した人

5.5%

雇止め又は契約期間中に解雇を

行った人 0.5%
その他の理由で退職

した人

0.6%
【 n=2018年度又は2019年度に無期転換ルールによる

無期転換申込権が生じた人、単位：％】

9.2
1.4

9.5

1.2

78.1
0.6

正社員

限定正社員

無期転換社員区分Ａ(業務量・変化なし 労働条件・改善)

無期転換社員区分B(業務量・増加 労働条件・改善)

無期転換社員区分C(業務量・変化なし 労働条件・変化なし)

無期転換社員区分D(業務量・増加 労働条件・変化なし)

⑤ 無期転換後の労働条件等の変化（有期／事業所・2020年４月時点）

【 n=有期契約労働者、単位：％】

③ 有期契約労働者の認知状況
（2021年１月時点）

内容について

知っていること

がある

38.5%

名称だけ聞いた

ことがある

17.8%

知らない

39.9%

無回答

3.8%

うち、情報入手
ルートが勤務先
（派遣先）と回
答した割合

55.5％

④ 有期契約労働者※の勤続年数の上限設定
（2020年４月時点）

【 n=有期契約労働者を雇用している又は雇用していた事業所、単位：％】

設けていない

82.9%

設けている

14.2%

無回答

2.9%

※ 事業所が人事管理
上最も重要と考えて
いる職務タイプ

2011年7月時
点では上限を
設定している
事業所の割合
は12.3％

※ 常用労働者５人以上の事業所
において、2018年度及び2019
年度に無期転換した人数は約
158万人、そのうち無期転換
ルールにより無期転換した人数
は約118万人と推計される。

【 n=無期転換ルールにより無期転換を申込む権利を行使して無期転換した人、単位：％】

① 役員を除く雇用者に占める有期契約労働者の状況

5,469 5,605 5,669 5,629 5,629 5,699 

1,569 1,563 1,467 1,429 1,402 1,429 

28.7 27.9 
25.9 25.4 24.9 25.1 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2017 2018 2019 2020 2021 2022

役員を除く雇用者数

有期契約労働者

役員を除く雇用者数における有期契約労働者の割合

（万人） （％）

※・2017年の有期契約労働者数は役員を除く雇用者のうち、①
「有期の契約」（雇用契約期間が１年超）、②「臨時雇」（同
1ヶ月以上１年以下）、
③「日雇」（同1ヶ月未満）の３者を合計した数値。

・2018年以降は「有期の契約」のみ（雇用契約期間の定めのあ
る雇用者数の合計であり、実質的には①～③の合計と同様の内
容）の数値。

※・2018年以降は2020年国勢調査による補正が行われている数値
であるが、2017年の数値については補正が行われていない。

※各数値について、①は総務省「労働力調査（令和４年）」、②～⑤は厚生労働省「有期労働契約に関する実態調査（事業所調査(2020年4月)/個人調査(2021年1月)）」の数値を使用。 7
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